
【利用対象者】
○自宅から投票所までの移動が困難で、交通手段又は補
　 助の移動手段（家族等の送迎）がない方

○自宅及び期日前投票所において送迎車両までの移動を

   介助する付添い又は介護する方

小鹿野町選挙管理委員会では、投票区・投票所の再編における対
応策として、次回の選挙から投票所へ自力での移動が困難な方に
タクシーによる移動支援を実施します。

小鹿野町選挙管理委員会からのお知らせ

期日前投票所（小鹿野町役場）⇔自宅の往復
に利用できます。

裏面もごらんください

期日前投票所へのタクシーによる
移動支援を行います！

送迎無料

投票支援
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【制度利用にあたっての注意点】

１　　　　　　　利用できるのは期日前投票期間のみで、選挙当日は利用で
　　　　　　　　きません。
　　　　　　　　配車の状況によっては希望する日時での送迎が難しい場合
　　　　　　　　があります。指定のタクシー会社と調整をお願いします。

２　
　
　　　　　　　　利用区間は、自宅と期日前投票所との往復のみです。
　　　　　　　　途中下車や乗車地以外への移動はできません。
　　　　　

３　　　　　　　選挙の都度、タクシー利用券を送付します。
　　　　　　　　申請内容に変更が生じた場合はお申し出ください。

【利用の申し込み・問合せ先】
不明な点は下記までご連絡ください。
小鹿野町選挙管理委員会
（役場２階　総務課内）
電　話　７５－１２２５　　F A X　７５－２８１９
　移動支援登録申請書は選挙管理委員会のホーム　
　ページにも掲載しています。
　また、お電話いただければ申請用紙を郵送いたします。

【制度の利用方法】

１　　　　　　　申請書の提出
　　　　　　　　　総務課窓口又は郵送可で随時受付　　　　　　　　

２　　　　　　　町から選挙時にタクシー利用券を送付
　　　　
３　　　　　　　ご自身で指定のタクシー会社に連絡し、送迎を予約

　　　　　　　
４　　　　　　　送迎日にタクシー利用券を提示し、タクシーで期日
　　　　　　　　前投票所まで移動して投票


